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第１ 趣旨 
１ この福岡市環境影響評価技術指針（以下「技術指針」という。）は，福岡

市環境影響評価条例（平成 10 年福岡市条例第 18 号）第４条の規定に基づ
き，環境影響評価，事後調査その他の手続等が科学的かつ適切に行われるた
めに必要な技術的事項を定めるものである。 
 
 
 

２ この技術指針は，今後の事例の集積や科学的知見の進展等により，必要に
応じ，改定を行うものとする。 

３ この技術指針は，一般的な事項を定めるものであり，事業者が環境影響評
価を実施するに当たっては，対象とする事業の特性（以下「事業特性」とい
う。）や対象事業が実施されるべき区域（以下「対象事業実施区域」という。）
及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）を考慮して，
適切な項目及び技術的手法を選定するものとする。その際，この技術指針に
定める手法以外の適切な手法を採用することができる。 
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第１ 趣旨 
１ この福岡市環境影響評価技術指針（以下「技術指針」という。）は，福岡

市環境影響評価条例（平成 10 年福岡市条例第 18 号）（以下「条例」という。）
第４条の規定に基づき，計画段階配慮，環境影響評価，事後調査その他の手
続が科学的かつ適切に行われるために必要な技術的事項を定めるものであ
る。なお，この技術指針で使用する用語は，この技術指針に定めるもののほ
か，条例及び福岡市環境影響評価条例施行規則（平成 11 年福岡市規則第 43
号）（以下「施行規則」という。）で使用する用語の例による。 

２ この技術指針は，今後の事例の集積や科学的知見の進展等により，必要に
応じ，改定を行うものとする。 

３ この技術指針は，一般的な事項を定めるものであり，事業者が計画段階配
慮及び環境影響評価を実施するに当たっては，対象とする事業の特性（以下
「事業特性」という。）や対象事業実施区域（計画段階配慮においては事業
実施想定区域）及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）
を考慮して，適切な項目及び技術的手法を選定するものとする。その際，こ
の技術指針に定める手法以外の適切な手法を採用することができる。 
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第２ 計画段階配慮の基本的事項 
１ 計画段階配慮の対象とする環境要素 

計画段階配慮の対象とする環境の構成要素（以下「環境要素」という。）
は，福岡市環境基本条例（平成 8年福岡市条例第 41 号）の趣旨を踏まえ，
表１に掲げるものとし，計画段階配慮を行う環境要素の細項目については，
事業特性及び地域特性に応じて適切に設定する。 

２ 計画段階配慮を実施する時期 
計画段階配慮を実施する時期は，事業の計画の立案の段階（位置，規模又

は配置，構造等の検討段階）において，表２に例示する検討事項について検
討することが可能であり，かつ環境影響評価を実施する段階で回避・低減が
困難と考えられる環境影響，影響が不可逆的である環境影響，又は長期間で
ある環境影響等（以下「重大な環境影響」という。）の回避又は低減を図る
上で最も適切な時期とする。 

 
第３ 計画段階配慮の手順 
計画段階配慮事項に係る調査等は，以下に示す手順により実施する。 
１ 事業計画の検討 

計画段階配慮にあたっては，表２を参考に，事業の位置，規模又は配置，
構造に関する複数の案（以下「位置等に関する複数案」という。）を適切に
設定するものとし，位置又は規模に関する複数案の設定に努める。また，計
画段階配慮事項並びに調査，予測及び評価の手法の選定に必要な対象事業の
内容について検討し，以下の事項を基本に整理するものとする。 
(1) 事業の名称 
(2) 事業の種類 

施行規則別表第１に掲げる事業の種類及び要件で該当するものを記載
する。 

(3) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主
たる事務所の所在地） 

(4) 事業計画立案の背景，経緯及び必要性 
事業計画立案の背景，経緯及び必要性を明らかにする。 

(5) 位置等に関する複数案の内容 
位置等に関する複数案については，事業者が実行可能な案を設定するこ

ととし，事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的
である場合には，当該案を含めるよう努めるものとする。 

なお，位置等に関する複数案の設定が困難な場合には，その理由等を記
載する。 

(6) 事業計画の概要 
下記について，計画段階配慮の実施時点で可能な限り記載する。 
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① 事業実施想定区域及びその設定の根拠 
② 事業計画，事業の規模及びその他の諸元 
③ その他事業に関して，その事項の変更により環境影響が変化するこ
ととなる事項 

 
２ 地域特性に関する情報の把握 

計画段階配慮事項並びに調査，予測及び評価の手法の選定を行うために，
当該選定に必要と考えられる地域特性に関する情報を把握する。 
(1) 対象項目 

表３に掲げる地域の自然的状況，社会的状況について実施するものとす
る。 

(2) 実施方法 
入手可能な最新の文献その他の資料の収集，整理により実施することと

し，この場合において当該資料の出典を明らかにできるよう整理する。ま
た，調査対象の特性により必要に応じ，過去の状況や将来の状況に関連す
る情報を把握するものとする。 

地域特性を明らかにする際，以下の点に留意する。 
① 事業実施想定区域及びその周辺地域において，自然環境の保全，人
の健康の保護，生活環境の保全の観点から，重大な環境影響のおそれ
のある地域又は対象 

② 事業実施想定区域において，自然環境の保全，人の健康の保護，生
活環境の保全の観点から，環境保全上配慮すべき事項 

 
３ 計画段階配慮事項の選定 

(1) 影響要因及び環境要素の抽出 
対象事業に係る環境影響の要因（以下「影響要因」という。）を事業特

性に応じて区分した上で，事業特性及び地域特性に関する情報等を踏ま
え，表４を参考として，対象事業に係る工事が終了した後の土地又は工作
物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事
業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの（当該工
作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には，その撤去
及び廃棄を含む。以下「存在及び供用」という。 ）に関する影響要因の
区分ごとに当該影響要因によって重大な環境影響を受けるおそれのある
環境要素の区分の設定を行う。 

なお，対象事業に係る工事の実施（対象事業の一部として，工作物の撤
去又は廃棄が行われる場合には，その撤去又は廃棄を含む。以下「工事の
実施」という。 ）にあたり，重大な環境影響が生じると考えられる場合
には，工事の実施に関する影響要因を対象とする。 

(2) 計画段階配慮事項の選定 
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表４を参考として，影響要因と環境要素の関係及び環境に及ぼす影響の
重大性を検討し，事業特性や地域特性に応じて，重大な環境影響のおそれ
のある計画段階配慮事項を選定する。 

選定に当たっては，必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を
有する者の助言を受けるものとする。 

(3) 選定結果の整理 
計画段階配慮事項の選定結果は，影響要因と環境要素の関係が一覧でき

るよう整理し，選定理由を明らかにする。この場合において，計画段階配
慮事項の選定に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有する者
の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。また，当
該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものと
する。 

 
４ 計画段階配慮事項に係る調査の実施 

計画段階配慮事項に係る調査は，計画段階配慮事項の特性，事業特性及び
地域特性を踏まえ，予測及び評価を行うために必要とされる水準の情報を得
るため実施する。 

調査の手法の検討及び調査の実施に当たっては，表５に示す手法を参考
に，以下の基本的な考え方に従うものとする。 
(1) 調査すべき情報及び調査方法 

事業の種類や計画熟度，入手可能な情報，科学的知見の蓄積等に応じて，
調査すべき情報や調査方法等を選定する。 

調査すべき情報は，計画段階配慮事項に係る環境要素の状況に関する情
報及び表３に掲げる事項に関する情報とする。 

調査方法は，既存の文献又は資料の入手を基本とする。ただし，予測や
評価に必要な情報を既存資料から収集することが困難なとき，重大な環境
影響を把握する上で必要と認められるときは，専門家等からの科学的知見
を聴取し，なお必要な情報が得られないときは，現地調査及び踏査その他
の方法により調査すべき情報を収集し，その結果を整理し，及び解析する。
また，選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう，整理する。 

(2) 調査地域 
調査地域は，調査すべき情報，事業特性，地域特性及び入手可能な既存

資料の精度等を勘案し，適切な範囲とする。 
(3) 調査対象期間及び調査対象時期 

調査対象期間及び調査対象時期は，調査すべき情報，事業特性，地域特
性及び入手可能な既存資料の調査時期等を勘案し，適切な期間，時期を設
定する。 

(4) 調査に当たっての留意点 
① 選定した計画段階配慮事項への影響の程度を適切に把握し，位置等



 - 5 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に関する複数案が設定されている場合には当該複数案ごとに環境影響
の程度を比較することが可能な調査の手法を選定する。 

② 調査結果は，その信頼性や妥当性を明らかにできるよう，調査結果
の内容が記載された資料名，公表年等について整理する。 

③ 希少な動植物の生息・生育に関する情報については，環境保全上の
支障を生じないよう，必要に応じ公開に当たって種及び場所を特定で
きない形で整理する等の配慮を行う。 

④ 事業者が過去に行った当該事業計画に関連する現地調査結果は，客
観性や適用性を確認した上で活用することができる。 

⑤ 調査の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。
また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努
めるものとする。 

 
５ 計画段階配慮事項に係る予測の実施 

計画段階配慮事項に係る予測は，計画段階配慮事項の特性，事業特性及び
地域特性を勘案し，評価を行うために必要とされる水準の情報を得るため，
位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定する。 

予測の手法の検討及び予測の実施に当たっては，表５に示す手法を参考
に，以下の基本的な考え方に従うものとする。 
(1) 予測方法 

事業の種類や計画熟度，入手可能な情報，科学的知見の蓄積等に応じて，
環境影響の程度について，事例の引用又は解析その他の手法により，でき
る限り定量的に把握する手法とし，定量的な把握が困難な場合は定性的な
手法により把握するものとする。 

なお，位置等に関する複数案が設定されていない場合には，事業者によ
り重大な環境影響が回避され，又は低減されているかについて把握するこ
とが可能な手法を用いることとする。また，選定した手法及び選定の理由
を明らかにできるよう，整理する。 

(2) 予測地域 
事業特性，地域特性及び選定した計画段階配慮事項の特性等を勘案し，

適切な予測地域を設定する。 
また，設定に当たっては，使用する情報や予測手法の精度等についても

留意する。 
(3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は，環境影響を的確に把握できる時期を対象とすること
を基本とする。 

事業特性，地域特性及び選定した計画段階配慮事項の特性等を勘案し，
適切な時期を設定する。 
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また，設定に当たっては，使用する情報の調査対象時期や予測手法の条
件等についても留意する。 

(4) 予測に当たっての留意点 
① 予測に当たっては，予測地域及び予測地点の設定の根拠，予測の手
法の特徴及び適用範囲並びに予測の前提条件について，それぞれその
内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるように
整理する。 

② 計画段階配慮での予測には不確実性が一定程度存在する可能性があ
るため，不確実性を生じさせる要因と不確実性の程度を整理すること
が望ましい。 

③ 予測の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。
また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努
めるものとする。 

 
６ 計画段階配慮事項に係る評価の実施 

計画段階配慮事項に係る評価は，調査及び予測の結果を踏まえ，事業の実
施により計画段階配慮事項に係る環境影響の程度を整理する。 

可能である場合には，環境の保全の観点からの基準又は目標との整合性が
図られているか否かについても検討するものとする。 

評価は，表５に示す手法を参考に，以下の区分でとりまとめるものとする。 
(1) 項目ごとの評価 

ア 評価方法 
評価は，調査及び予測の結果とともに，計画段階配慮事項ごとにとり

まとめる。計画段階配慮事項の特性や予測手法（定量的・定性的）を踏
まえ，環境影響の程度について評価が可能な手法を選定する。 
位置等に関する複数案が設定されている場合には，案ごとに，選定し

た計画段階配慮事項について環境影響の程度を整理し，これらを比較す
ることを基本とする。 
位置等に関する複数案が設定されていない場合には，事業者により重

大な環境影響が回避され，又は低減されているかについて評価を行う。
その際，環境保全措置について検討を行う場合は，福岡市環境基本条例
及び福岡市環境基本計画の趣旨を踏まえ，適切に環境保全を図るものと
する。 
また，可能である場合には，環境の保全の観点からの基準又は目標と

の整合が図られているか否かについても検討する。 
イ 評価に当たっての留意点 

① 評価の手法について，その根拠及び妥当性並びに検討経緯について
明らかにする。 
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② 評価の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。
また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努
めるものとする。 

(2) 総合評価 
計画段階配慮事項ごとの調査，予測及び評価の結果に基づき，対象事業

の計画段階配慮事項に係る総合的な評価を行うものとする。評価は，位置
等に関する複数案における重大な環境影響の比較整理により行うことを
基本とし，環境要素ごとの影響の比較整理を行った上で，総括として位置
等に関する複数案の環境影響に関する特徴を整理する。 

 
第４ 配慮書についての意見の聴取 

配慮書について，条例第４条の７の規定による一般の環境の保全の見地から
の意見を求める場合は，以下に示すとおり実施する。 
なお，意見を求める場合の意見の聴取の期間は，配慮書の公表の日から起算

して 30 日を経過する日までとする。 
１ 意見を求める旨の公表 

配慮書について環境の保全の見地からの意見を求める場合は，以下に示す
内容を，条例第４条の５の規定による配慮書の公表にあわせて，同様の時期
及び方法により公表するものとする。 
(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 
(2) 事業の名称及び種類 
(3) 事業の実施が想定される区域 
(4) 公表等の方法及び期間 
(5) 配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出すること

ができる旨 
意見書に記載する環境の保全の見地からの意見は，その理由を併せて記

載するものとし，外国語による場合は日本語訳を付すものとする旨 
(6) 意見書の提出期限及び提出先，その他提出に必要な事項 

２ 配慮書についての意見の概要の提出 
事業者は，意見書の提出を受けたときは，意見書の提出期限を経過した後，

市長に対し，意見の概要を記載した書類（以下「意見概要書」という。）の
提出又は意見がなかった旨の通知を，意見概要書提出書（施行規則様式第６
号）に準じた書類に添付して行う。なお，意見概要書の提出は配慮書市長意
見の送付前であることが望ましい。 

３ 意見書により環境の保全の見地からの意見を求めない場合 
(1) その他の環境情報の交流のための手法による意見聴取 

事業者は，意見書の提出による意見聴取を行わない場合には，その他の
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第２ 環境影響評価の基本的事項 
１ 環境影響評価の対象とする環境要素 

環境影響評価の対象とする環境の構成要素（以下「環境要素」という。）
は，福岡市環境基本条例の趣旨を踏まえ，表１に掲げるものとし，環境影響
評価を行う環境要素の細項目については，事業特性及び地域特性に応じて適
切に設定する。 

２ 環境要素の項目ごとの環境保全の考え方 
環境要素の項目ごとの環境影響評価に当たっては，福岡市環境基本条例及

び福岡市環境基本計画の趣旨を踏まえ，適切に環境保全を図るものとする。
３ 環境影響評価を実施する時期 

環境影響評価を実施する時期は，対象事業の内容がおおむね特定され，か
つ環境への配慮を当該事業の内容に反映させることが可能な時期とし，事前
調査については，事業計画の策定の早期から取り組むものとする。 

４ 事業計画の策定における環境への配慮 
事業計画の策定に当たっては，福岡市環境基本計画及び福岡市環境配慮指

針との整合を図り，地域環境及び地球環境の保全について配慮するととも
に，環境影響評価の各段階において，環境影響の回避，又は低減に努めるも
のとする。 

 
第３ 環境影響評価の手順 

環境影響評価に係る調査等は，以下に示す手順により実施する。 
 
 
 
 

１ 事前調査 
(1) 目的 

事前調査は，環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法の選
定を行うために，当該選定に必要と考えられる地域特性に関する情報を把
握するものである。 

また，事前調査は，そこで得られる情報により，福岡市環境配慮指針を

環境情報の交流のための手法により意見聴取を実施することが望ましい。
その他の環境情報の交流のための手法により意見聴取を実施した場合に
は，用いた手法を方法書に記載するものとする。 

(2) 環境の保全の見地からの意見を求めない場合 
事業者は，意見書又はその他の環境情報の交流のための手法により配慮

書について環境の保全の見地からの意見を求めない場合には，その理由を
方法書に記載するものとする。 

 
第５ 環境影響評価の基本的事項 
１ 環境影響評価の対象とする環境要素 

環境影響評価の対象とする環境要素は，福岡市環境基本条例の趣旨を踏ま
え，表１に掲げるものとし，環境影響評価を行う環境要素の細項目について
は，計画段階配慮の結果を踏まえるとともに，事業特性及び地域特性に応じ
て適切に設定する。 
 
 
 

２ 環境影響評価を実施する時期 
環境影響評価を実施する時期は，計画段階配慮手続の終了後，対象事業の

内容がおおむね特定され，かつ環境への配慮を当該事業の内容に反映させる
ことが可能な時期とする。 

３ 事業計画の策定における環境への配慮 
事業計画の策定に当たっては，福岡市環境基本計画及び福岡市環境配慮指

針との整合を図り，地域環境及び地球環境の保全について配慮するととも
に，環境影響評価の各段階において，環境影響の回避，又は低減に努めるも
のとする。 

 
第６ 環境影響評価の手順 

環境影響評価に係る調査等は，以下に示す手順により実施する。 
環境影響評価を行うに当たっては，計画段階配慮の結果を踏まえるととも

に，計画段階配慮の過程で収集した情報及び予測結果等を活用するものとす
る。 
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踏まえ，事業計画の策定の早期から適切な環境配慮を行うために実施する
ものである。 

(2) 対象項目 
事前調査は，表２に掲げる地域の自然的状況，社会的状況について実施

するものとする。 
(3) 実施方法 

事前調査は，既存資料の収集，整理により実施することとし，必要に応
じ，現地の状況の確認等を行うものとする。また，調査対象の特性により
必要に応じ，過去の状況や将来の状況に関連する情報を把握するものとす
る。 

事前調査においては，以下の点に留意して，地域特性を明らかにする。
① 対象事業実施区域及びその周辺地域において，自然環境の保全，人

の健康の保護，生活環境の保全の観点から，事業の立地を回避するこ
とが望ましい地域又は対象 

② 対象事業実施区域において，自然環境の保全，人の健康の保護，生
活環境の保全の観点から，環境保全上留意すべき事項 

 
２ 事業内容の検討 

事前調査結果を踏まえ，環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の
手法の選定に必要な対象事業の内容について検討し，以下の事項を基本に整
理するものとする。 

 
 

(1) 事業の名称 
(2) 事業の種類 

福岡市環境影響評価条例施行規則（平成 11 年３月 29 日規則第 43 号）
（以下「施行規則」という。）別表第１に掲げる事業の種類及び要件で該
当するものを記載する。 

(3) 事業の規模及びその他の諸元 
事業の規模及び施行規則別表第３に掲げる事業の諸元（ただし位置に関

するものを除く。）で該当するものその他の環境影響評価に必要な諸元を
記載する。 

(4) 事業実施主体の氏名及び住所 
事業実施主体が，環境影響評価を実施する事業者又は都市計画決定権者

と異なる場合は，事業実施主体の氏名及び住所（法人にあってはその名称，
代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を記載する。 

(5) 事業の背景，事業計画の策定に至るまでの経緯及び必要性 
事業の背景，事業計画の策定に至るまでの経緯及び必要性並びに環境保

全の配慮に係る検討の経緯を明らかにする。また，複数案について検討し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 事業内容の検討 
事業計画の策定に当たっては，計画段階配慮において行った検討の結果が

活かされ，重大な環境影響が回避，又は低減されることが重要である。計画
段階配慮の結果を踏まえ，環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の
手法の選定に必要な対象事業の内容について検討し，以下の事項を基本に整
理するものとする。 
(1) 事業の名称 
(2) 事業の種類 

施行規則別表第１に掲げる事業の種類及び要件で該当するものを記載
する。 
 

(3) 事業の規模及びその他の諸元 
事業の規模及び施行規則別表第３に掲げる事業の諸元で該当するもの

その他の環境影響評価に必要な諸元を記載する。 
 
(4) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 
 
 

(5) 計画段階配慮を踏まえた事業の背景，事業計画の策定に至るまでの経緯
及び必要性 
計画段階配慮の結果及び配慮書市長意見等を勘案し，事業の背景，事業
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た場合は，比較検討の結果について，その経緯も含め，出来るだけ具体的
に取りまとめる。 

(6) 事業の概要 
①事業計画 
②土地利用計画，施設計画及び交通計画 
③工事計画 
④供用及び管理の計画 
⑤その他事業に関して，その事項の変更により環境影響が変化することと

なる事項 
(7) 環境保全の方針 

事業に係る環境保全の方針及びその理由を明らかにする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 環境影響評価項目の選定 
(1) 影響要因及び環境要素の抽出 

対象事業に係る環境影響の要因（以下「影響要因」という。）及び影響
要因により影響を受けるおそれがある環境要素を抽出する。抽出に当たっ
ては，表３を参考として，事業特性及び事前調査結果からみた地域特性に
応じて，適切に影響要因及び環境要素の設定を行う。 
なお，影響要因は，次に掲げる区分による。 

① 対象事業に係る工事の実施（対象事業の一部として，工作物の撤去
又は廃棄が行われる場合には，その撤去又は廃棄を含む。以下「工事
の実施」という。 ） 

計画の策定に至るまでの経緯及び必要性並びに環境保全の配慮に係る検
討の経緯及び内容を明らかにする。 

(6) 事業の概要 
①事業計画 
②土地利用計画，施設計画及び交通計画 
③工事計画 
④供用及び管理の計画 
⑤その他事業に関して，その事項の変更により環境影響が変化すること
となる事項 

(7) 環境保全の方針 
事業に係る環境保全の方針及びその理由を明らかにする。 

 
２ 地域特性に関する情報の把握 

環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法の選定を行うため
に，当該選定に必要と考えられる地域特性に関する情報を把握するものであ
る。 
(1) 対象項目 

表３に掲げる地域の自然的状況，社会的状況について実施するものとす
る。 

(2) 実施方法 
既存資料の収集，整理により実施することとし，必要に応じ，現地の状

況の確認等を行うものとする。また，調査対象の特性により必要に応じ，
過去の状況や将来の状況に関連する情報を把握するものとする。 
計画段階配慮において把握した情報が使用できる場合は，必要に応じて

時点更新や追加を行い，活用する。 
また，地域特性を明らかにする際は，対象事業実施区域における自然環

境の保全，人の健康の保護，生活環境の保全の観点から，環境保全上配慮
すべき事項に留意する。  

 
３ 環境影響評価項目の選定 
(1) 影響要因及び環境要素の抽出 

影響要因及び影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素を抽
出する。抽出に当たっては，表６を参考として，事業特性，地域特性及び
計画段階配慮の結果を踏まえ，適切に影響要因及び環境要素の設定を行
う。 
なお，影響要因は，次に掲げる区分による。 

① 工事の実施 
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② 対象事業に係る工事が終了した後の土地又は工作物の存在及び当該
土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の
人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの（その工作物の撤去
又は廃棄が行われることが予定されている場合には，その撤去及び廃
棄を含む。以下「存在及び供用」という。 ） 

(2) 環境影響評価項目の選定 
表３を参考として，影響要因と環境要素の関係及び環境に及ぼす影響の

重大性を検討し，事業特性や地域特性に応じて適切に環境影響評価項目を
選定する。 
検討に当たっては，事前調査で把握した情報を踏まえ，必要に応じ専門

家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けるものとする。
環境影響評価項目は，対象とする物質名や種名等を可能な限り具体的に

明らかにする。 
 
(3) 選定結果の整理 

環境影響評価項目の選定結果は，影響要因と環境要素の関係が一覧でき
るよう整理し，選定理由を明らかにする。また，環境影響評価項目の選定
に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受け
た場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。当該専門家等の所属機
関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。 

 
 
４ 調査，予測及び評価の手法の検討 

選定項目について，項目の特性及び対象事業の特性を勘案し，表４に示す
手法を参考に，環境要素への影響の程度を適切に把握し，環境の保全につい
て適切な配慮を検討できる調査，予測及び評価の手法を選定する。 
(1) 調査の手法 

調査の手法については，５の調査の実施の考え方に従い，以下の事項を
検討する。 
① 調査すべき情報及び調査方法 
② 調査地域及び調査地点 
③ 調査期間及び調査時期 

(2) 予測の手法 
予測の手法については，６の予測の実施の考え方に従い，以下の事項を

検討する。 
① 予測方法 
② 予測地域及び予測地点 
③ 予測対象とする時期，期間又は時間帯（以下「予測対象時期等」と

いう。） 

② 存在及び供用 
 
 
 
 
(2) 環境影響評価項目の選定 

表６を参考として，影響要因と環境要素の関係及び環境に及ぼす影響の
重大性を検討し，事業特性や地域特性に応じて適切に環境影響評価項目を
選定する。 
検討に当たっては，地域特性について把握した情報を踏まえ，必要に応

じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けるもの
とする。 
環境影響評価項目は，対象とする物質名や種名等を可能な限り具体的に

明らかにする。 
(3) 選定結果の整理 

環境影響評価項目の選定結果は，影響要因と環境要素の関係が一覧でき
るよう整理し，選定理由を明らかにする。この場合において，環境影響評
価項目の選定に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有する者
の助言を受けたときは，その内容及び専門分野を明らかにする。また，当
該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものと
する。 

 
４ 調査，予測及び評価の手法の検討 

選定項目について，項目の特性及び対象事業の特性を勘案し，表７に示す
手法を参考に，環境要素への影響の程度を適切に把握し，環境の保全につい
て適切な配慮を検討できる調査，予測及び評価の手法を選定する。 
(1) 調査の手法 

調査の手法については，５の環境影響評価に係る調査の実施の考え方に
従い，以下の事項を検討する。 
① 調査すべき情報及び調査方法 
② 調査地域及び調査地点 
③ 調査期間及び調査時期 

(2) 予測の手法 
予測の手法については，６の環境影響評価に係る予測の実施の考え方に

従い，以下の事項を検討する。 
① 予測方法 
② 予測地域及び予測地点 
③ 予測対象とする時期，期間又は時間帯（以下「予測対象時期等」と
いう。） 
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(3) 評価の手法 
評価の手法については，７の評価の実施の考え方に従い，以下の事項を

検討する。 
① 環境影響の回避，低減に係る評価の手法 
② 福岡市環境基本計画，福岡市環境配慮指針，環境基準その他の市，

福岡県又は国によって環境の保全の観点からの施策で示されている基
準又は目標（以下「環境の保全の観点からの基準又は目標」という。）
との整合性に係る評価の手法 

(4) 手法の選定結果の整理 
調査，予測及び評価の手法の選定結果は，影響要因の区分で環境影響評

価項目ごとに整理し，それぞれの選定理由を明らかにする。また，調査，
予測及び評価の手法の選定に関して，専門家その他の環境影響に関する知
見を有する者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにす
る。 

 
 
５ 調査の実施 

対象事業の環境影響評価に係る調査は，環境影響評価項目の特性，事業特
性及び地域特性を踏まえ，予測及び評価を行うために必要とされる水準の情
報を得るため実施する。 

調査の手法の検討及び調査の実施に当たっては，以下の基本的な考え方に
従うものとする。 
(1) 調査すべき情報及び調査方法 

調査すべき情報は，環境影響評価項目に係る環境要素の状況に関する情
報及び表２に掲げる事項に関する情報とする。 
調査方法は，既存の文献又は資料の入手，専門家からの科学的知見の聴

取，現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し，その結果を整
理及び解析する方法とする。 
また，法令等により調査又は測定の方法が定められている場合には，こ

れを踏まえ，適切な調査方法を選定するものとする。 
(2) 調査地域及び調査地点 

調査地域は，調査内容，事業特性及び地域特性を勘案し，対象事業の実
施により環境の状況が一定程度以上変化する範囲，環境が直接改変を受け
る範囲及びその周辺その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
とする。 
調査すべき情報の特性に応じて調査地域内に調査地点を設定する場合

は，調査内容及び特に影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ，地
域を代表する地点その他の調査の実施に適切かつ効果的な地点を設定す
るものとする。 

(3) 評価の手法 
評価の手法については，７の環境影響評価に係る評価の実施の考え方に
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いて，調査，予測及び評価の手法の選定に関して，専門家その他の環境影
響に関する知見を有する者の助言を受けたときは，その内容及び専門分野
を明らかにする。また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らか
にするよう努めるものとする。 

 
５ 環境影響評価に係る調査の実施 
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(3) 調査期間及び調査時期 
調査期間及び調査時期は，調査すべき情報及び地域特性に応じ，適切か

つ効果的な期間，時期及び時間帯を設定する。この場合，季節の変動を把
握する必要がある調査対象については，情報が適切に把握できるように，
年間を通じた調査に際し，必要に応じて調査対象の状況に変動が少ないと
考えられる時期から調査が開始されるよう調査時期を設定するものとす
る。 

(4) 調査に当たっての留意点 
① 調査結果は，その信頼性や妥当性を明らかにできるよう，調査結果

の内容が記載された文献名，調査結果を得るために実施した調査の前
提条件，調査地域等の設定の根拠，調査の日時等について整理する。 

② 希少な動植物の生息・生育に関する情報については，環境保全上の
支障を生じないよう，必要に応じ公開に当たって種及び場所を特定で
きない形で整理する等の配慮を行う。 

③ 調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し，低減するため，
可能な限り環境への影響の少ない調査方法を選定する。 

④ 調査の手法の選定について，地域特性を勘案するに当たっては，地
域特性が時間の経過に伴って変化するものであることに留意する。 

⑤ 調査の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。 

 
 
６ 予測の実施 

対象事業に係る環境影響評価の予測は，環境影響評価項目の特性，事業特
性及び地域特性を勘案し，環境保全措置及び評価を検討するために必要とさ
れる水準の情報を得るため，選定した環境影響評価項目について環境の状況
の変化又は環境への負荷の量の予測を行う。 

予測の手法の検討及び予測の実施に当たっては，以下の基本的な考え方に
従うものとする。 
(1) 予測方法 

予測方法は，理論に基づく計算，模型による実験，事例の引用又は解析
その他の予測方法のうちから，適切な方法を選定する。この場合，定量的
に把握することを基本とし，定量的な把握が困難な場合は定性的に把握す
るものとする。 

(2) 予測地域及び予測地点 
予測地域は，調査地域のうちから適切に設定するものとする。 
環境影響評価項目の特性に応じて予測地点を設定する場合は，保全すべ

き対象の状況を踏まえ，地域を代表する地点，特に影響を受けるおそれの
ある地点，保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点その他の予
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域特性が時間の経過に伴って変化するものであることに留意する。 

⑤ 調査の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。
また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努
めるものとする。 

 
６ 環境影響評価に係る予測の実施 

対象事業に係る環境影響評価の予測は，環境影響評価項目の特性，事業特
性及び地域特性を勘案し，環境保全措置及び評価を検討するために必要とさ
れる水準の情報を得るため，選定した環境影響評価項目について環境の状況
の変化又は環境への負荷の量の予測を行う。 
予測の手法の検討及び予測の実施に当たっては，以下の基本的な考え方に

従うものとする。 
(1) 予測方法 

予測方法は，理論に基づく計算，模型による実験，事例の引用又は解析
その他の予測方法のうちから，適切な方法を選定する。この場合，定量的
に把握することを基本とし，定量的な把握が困難な場合は定性的に把握す
るものとする。 

(2) 予測地域及び予測地点 
予測地域は，調査地域のうちから適切に設定するものとする。 
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測に適切かつ効果的な地点を設定するものとする。 
(3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は，環境影響評価項目ごとに工事の実施，存在及び供用
による環境影響を的確に把握できる時期，期間又は時間帯を設定する。 
ア 工事の実施 

工事の実施については，工事による影響が最大になる時期又は工事終
了時を基本として，適切な予測対象時期等を設定する。     

イ 存在及び供用 
存在及び供用については，存在による影響がほぼ確定する時期，供用

時の活動が定常的な状態及び影響が最大（最大になる時期を設定するこ
とが出来る場合に限る。）となる時期を基本として，供用後の適切な予
測対象時期等を設定する。 

ただし，存在及び供用による影響が上記のような状態に達するまでに
長期間を要する場合，予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大き
く変化する場合又は工事の完了前に供用する場合においては，必要に応
じて，中間的な時期において補完的な予測対象時期等を設定するものと
する。 

(4) 予測に当たっての留意点 
① 予測に当たっては，予測地域及び予測地点の設定の根拠，予測の手法
の特徴及びその適用範囲，予測で用いた原単位及びパラメータその他の
予測の前提条件について，それぞれその内容及び妥当性を予測の結果と
の関係と併せて明らかにできるように整理する。 

② 予測は，対象事業以外の事業活動その他の要因によりもたらされる地
域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が困難な場合において
は，現在の環境の状況とする。）を勘案して行うものとし，将来の環境
の状況は，市，福岡県又は国が有する情報を収集して設定する。 

③ 将来の環境の状況の設定に当たって，市，福岡県又は国による環境保
全施策の効果を見込む場合は，当該施策の内容及び見込まれる効果を明
らかにする。 

④ 予測の手法や環境保全措置の効果に関する知見が十分に蓄積されて
いない場合，計画の熟度等により予測条件が不確定な場合その他の予測
の不確実性を伴う場合は，予測の不確実性の内容及び程度並びにそれに
伴う環境への影響の程度を検討し，整理する。この場合，必要に応じ予
測の前提条件を変化させることにより得られる結果のばらつきの程度
により，予測の不確実性の程度を把握する。 

⑤ 予測の実施に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有する
者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。 
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保全施策の効果を見込む場合は，当該施策の内容及び見込まれる効果
を明らかにする。 

④ 予測の手法や環境保全措置の効果に関する知見が十分に蓄積されて
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る者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野を明らかにする。
また，当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努
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７ 評価の実施 

対象事業の環境影響評価に係る評価は，調査及び予測の結果並びに環境保
全措置を検討した場合はその結果を踏まえ，事業の実施により環境影響評価
項目に係る影響が，事業者により実行可能な範囲で最大限に回避され，又は
低減されているものであるか否かについての事業者の見解を明らかにする
ことにより行うものとする。 

また，評価に際しては，環境の保全の観点からの基準又は目標が示されて
いる場合は，これらとの整合が図られているか否かについて検討するものと
する。この場合，工事の実施により長期間にわたり影響を受けるおそれがあ
る環境要素であって環境基準が定められているものについては，当該環境基
準との整合が図られているか否かについて検討する。 

評価は，以下の区分でとりまとめるものとする。 
(1) 項目ごとの評価 

評価は，調査及び予測の結果とともに環境影響評価項目ごとにとりまと
める。この場合，環境保全措置の実施を検討した場合は，その結果につい
て併せて評価を行うものとする。 
また，評価の手法について，その根拠及び妥当性並びに検討経緯につい

て明らかにする。 
(2) 総合評価 

環境影響評価項目ごとの調査，予測及び評価の結果に基づき，対象事業
の環境影響評価に係る総合的な評価を行うものとする。総合的な評価は，
調査，予測及び評価の結果の概要が一覧できるよう整理するものとし，事
業について複数の案を検討をした場合は，その結果を比較できるようにす
る。 
また，環境影響評価項目間の相互影響について検討した場合は，その結

果を明らかにする。 
 
第４ 環境保全措置 
１ 環境保全措置の検討 

環境影響評価を行うに当たっては，環境影響がないと判断される場合及び
環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては，事
業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避
し，又は低減すること，必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償する
こと（以下「代償措置」という。），及び当該環境影響に係る環境要素に関す
る環境の保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として
環境保全措置を検討するものとする。 

環境保全措置の検討は，回避，低減を優先し，その結果を踏まえ，代償措
置を検討する。 
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また，評価に際しては，環境の保全の観点からの基準又は目標が示されて

いる場合は，これらとの整合が図られているか否かについて検討するものと
する。この場合，工事の実施により長期間にわたり影響を受けるおそれがあ
る環境要素であって環境基準が定められているものについては，当該環境基
準との整合が図られているか否かについて検討する。 
評価は，以下の区分でとりまとめるものとする。 

(1) 項目ごとの評価 
評価は，調査及び予測の結果とともに環境影響評価項目ごとにとりまと

める。この場合，環境保全措置の実施を検討した場合は，その結果につい
て併せて評価を行うものとする。 
また，評価の手法について，その根拠及び妥当性並びに検討経緯につい

て明らかにする。 
(2) 総合評価 

環境影響評価項目ごとの調査，予測及び評価の結果に基づき，対象事業
の環境影響評価に係る総合的な評価を行うものとする。総合的な評価は，
調査，予測及び評価の結果の概要が一覧できるよう整理するものとする。 
また，環境影響評価項目間の相互影響について検討した場合は，その結

果を明らかにする。 
 
 
 

８ 環境保全措置 
(1) 環境保全措置の検討 

環境影響評価を行うに当たっては，環境影響がないと判断される場合及
び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあって
は，事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限
り回避し，又は低減すること，必要に応じ損なわれる環境の有する価値を
代償すること（以下「代償措置」という。），及び当該環境影響に係る環境
要素に関する環境の保全の観点からの基準又は目標の達成に努めること
を目的として環境保全措置を検討するものとする。 
環境保全措置の検討は，回避，低減を優先し，その結果を踏まえ，代償

措置を検討する。 
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２ 検討結果の検証 
環境保全措置の検討を行ったときは，環境保全措置の複数の案の比較検

討，実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の
適切な検討を通じて，事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境
影響ができる限り回避され，又は低減されているかどうかを検証するものと
する。 

３ 検討結果の整理 
環境保全措置を検討したときは，次に掲げる事項を明らかにするものとす

る。 
① 検討した環境保全措置及びそのうち講じることとした環境保全措置
とその選定の理由 

② 講じることとした環境保全措置の内容，実施主体及び実施の方法 
③ 講じることとした環境保全措置の効果及び当該措置を講じた後の環

境の状況の変化並びに必要に応じ当該措置の効果の不確実性の程度 
④ 代償措置を講じようとする場合は，環境影響を回避し，又は低減さ

せることが困難な理由及び代償措置の実施により，損なわれる環境の
有する価値を代償することが可能と判断した根拠 

⑤ 代償措置を講じようとする場合は，損なわれる環境要素と創出され
る環境要素の位置，種類及び内容 

⑥ 環境保全措置について，複数の案を検討した場合又は段階的に検討
した場合は，環境保全措置の決定に至るまでの経緯及び選定しなかっ
た環境保全措置の案との比較検討結果 

⑦ 環境保全措置に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有
する者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野 

 
 
第５ 事後調査 
１ 事後調査の趣旨 

事後調査は，事業者が，環境影響評価の不確実性を踏まえ，事業の実施に
係る環境の状況等について調査を実施し，必要に応じて追加の環境保全措置
を適切に講ずることで，環境影響評価結果に基づく適正な事業の実施に資す
ることを目的とする。 

２ 事後調査を実施する項目 
事後調査は，環境影響評価項目のうち，予測の不確実性及び環境保全措置

の効果の不確実性並びに環境影響の程度を踏まえ，以下に掲げるものについ
て実施するものとする。 

(1) 予測の不確実性が高く，かつ，相当程度の環境影響が予想されるもの 
(2) 環境保全措置の効果に係る知見が不十分で，かつ，相当程度の環境影響

が予想されるもの 

(2) 検討結果の検証 
環境保全措置の検討を行ったときは，環境保全措置の複数の案の比較検

討，実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他
の適切な検討を通じて，事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る
環境影響ができる限り回避され，又は低減されているかどうかを検証する
ものとする。 

(3) 検討結果の整理 
環境保全措置を検討したときは，次に掲げる事項を明らかにするものと

する。 
① 検討した環境保全措置及びそのうち講じることとした環境保全措置
とその選定の理由 

② 講じることとした環境保全措置の内容，実施主体及び実施の方法 
③ 講じることとした環境保全措置の効果及び当該措置を講じた後の環
境の状況の変化並びに必要に応じ当該措置の効果の不確実性の程度 

④ 代償措置を講じようとする場合は，環境影響を回避し，又は低減さ
せることが困難な理由及び代償措置の実施により，損なわれる環境の
有する価値を代償することが可能と判断した根拠 

⑤ 代償措置を講じようとする場合は，損なわれる環境要素と創出され
る環境要素の位置，種類及び内容 

⑥ 環境保全措置について，複数の案を検討した場合又は段階的に検討
した場合は，環境保全措置の決定に至るまでの経緯及び選定しなかっ
た環境保全措置の案との比較検討結果 

⑦ 環境保全措置に関して，専門家その他の環境影響に関する知見を有
する者の助言を受けた場合は，その内容及び専門分野（当該専門家等
の所属機関の属性についても明らかにするよう努める） 

 
第７ 事後調査 
１ 事後調査の趣旨 

事後調査は，条例第 29 条に基づき，事業者が，環境影響評価の不確実性
を踏まえ，事業の実施に係る環境の状況等について調査を実施し，必要に応
じて追加の環境保全措置を適切に講ずることで，環境影響評価結果に基づく
適正な事業の実施に資することを目的とする。 

２ 事後調査を実施する項目 
事後調査は，環境影響評価項目のうち，予測の不確実性及び環境保全措置

の効果の不確実性並びに環境影響の程度を踏まえ，以下に掲げるものについ
て工事の実施時，存在及び供用時において実施するものとする。 
(1) 予測の不確実性が高く，かつ，相当程度の環境影響が予想されるもの 
(2) 環境保全措置の効果に係る知見が不十分で，かつ，相当程度の環境影響

が予想されるもの 
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(3) その他，予測結果の検証が必要と考えられるもの 
３ 事後調査計画の作成 

事後調査を実施することとした場合には，４の事後調査の実施の考え方に
従い，事後調査の対象とする項目ごとに以下に掲げる事項を検討する。 

(1) 事後調査を実施することとした理由 
(2) 事後調査手法 

① 調査地域又は調査地点 
② 調査方法 
③ 調査時期及び調査期間 

(3) 事後調査の評価方法 
４ 事後調査の実施 

事後調査は，事後調査計画及び事業の進捗状況を踏まえ，以下の事項を基
本に実施する。 
(1) 調査内容 

事後調査の内容は，以下のとおりとする。 
① 事後調査項目に係る環境の状況 
② 対象事業の進捗状況及び事後調査項目に係る環境への負荷の状況 
③ 事後調査項目に係る環境保全措置の実施状況 

(2) 調査時期及び調査期間 
事後調査の調査時期及び調査期間は，環境影響評価の予測対象時期等を

基本とする。 
なお，影響の出現に時間を要するものや影響の程度に経時的な変動が想

定されるもの等については，必要に応じて一定期間の調査を行うものとす
る。 

(3) 調査の手法 
事後調査は原則として現地調査により把握するものとし，調査地域又は

調査地点，調査方法は，環境影響評価の調査の手法を基本に選定するもの
とする。 
ただし，調査，予測及び評価の結果を踏まえ，適宜簡略化等を行うこと

ができる。 
事後調査手法は，事後調査の実施に伴う環境への影響を回避，又は低減

するため，できる限り環境への影響が小さい手法を選定するものとする。
 
５ 事後調査実施後の検討 

事後調査の結果は環境影響評価の予測及び評価の結果と比較検討し，環境
への影響が大きい場合には，必要な環境保全措置を講じるものとする。 

また，新たに環境保全措置を実施することとした場合は，影響を受けるお
それがある環境要素について事後調査計画を見直し，事後調査を実施するも
のとする。 

(3) その他，予測結果の検証が必要と考えられるもの 
３ 事後調査計画の作成 

事後調査を実施することとした場合には，４の事後調査の実施の考え方に
従い，事後調査の対象とする項目ごとに以下に掲げる事項を検討する。 
(1) 事後調査を実施することとした理由 
(2) 事後調査手法 

① 調査地域又は調査地点 
② 調査方法 
③ 調査時期及び調査期間 

(3) 事後調査の評価方法 
４ 事後調査の実施 

事後調査は，事後調査計画及び事業の進捗状況を踏まえ，以下の事項を基
本に実施する。 
(1) 調査内容 

事後調査の内容は，以下のとおりとする。 
① 事後調査項目に係る環境の状況 
② 対象事業の進捗状況及び事後調査項目に係る環境への負荷の状況 
③ 事後調査項目に係る環境保全措置の実施状況 

(2) 調査時期及び調査期間 
事後調査の調査時期及び調査期間は，環境影響評価の予測対象時期等を

基本とする。 
なお，影響の出現に時間を要するものや影響の程度に経時的な変動が想

定されるもの等については，必要に応じて一定期間の調査を行うものとす
る。 

(3) 調査の手法 
事後調査は原則として現地調査により把握するものとし，調査地域又は

調査地点，調査方法は，環境影響評価の調査の手法を基本に選定するもの
とする。 
ただし，調査，予測及び評価の結果を踏まえ，適宜簡略化等を行うこと

ができる。 
事後調査手法は，事後調査の実施に伴う環境への影響を回避，又は低減

するため，できる限り環境への影響が小さい手法を選定するものとする。 
 
５ 事後調査実施後の検討 

事後調査の結果は環境影響評価の予測及び評価の結果と比較検討し，環境
への影響が大きい場合には，必要な環境保全措置を講じるものとする。 
また，新たに環境保全措置を実施することとした場合は，影響を受けるお

それがある環境要素について事後調査計画を見直し，事後調査を実施するも
のとする。 
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６ 事後調査報告書の提出 
(1) 事後調査報告書の作成 

事後調査報告書は，事後調査の状況により，以下の種別の報告書を作成
するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 事後調査報告書（最終報告） 
事後調査が終了した場合は，実施したすべての事後調査の結果を整

理し，以下の事項を基本に記載した事後調査報告書（最終報告）を作
成する。 
ア 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地） 
イ 対象事業の名称，種類及び規模 
ウ 対象事業実施区域 
エ 対象事業の進捗状況及び事後調査項目に係る環境への負荷の状況
オ 事後調査項目に係る環境保全措置の実施状況 
カ 事後調査計画 
キ 事後調査項目に係る調査の結果及び考察 
ク 事後調査の結果により新たに実施することとした環境保全措置が

ある場合はその内容及び実施の理由 
ケ 事後調査の総合的な評価 

② 事後調査報告書（中間報告） 
事後調査が複数年に渡る場合に，年度ごとに実施した事後調査の結

果を整理し，①のアからクまでに規定する事項を基本に事後調査報告

 
６ 事後調査の終了の判断 

事後調査の終了の判断並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の
実施及び終了の判断にあたっては，必要に応じ専門家の助言を受けること等
により客観的かつ科学的な検討を行うものとする。 

 
７ 事後調査報告書の作成 

事後調査報告書は，事後調査の状況により，以下の種別の報告書を作成す
るものとする。 
(1) 事後調査報告書（中間報告） 

事後調査が複数年に渡る場合に，年度ごとに実施した事後調査の結果を
整理し，事後調査報告書（中間報告）を作成する。施行規則第 34 条に規
定される事項を記載するものとし，同条第 10 号に規定されるその他市長
が認める事項については，下記の事項を基本とする。 
① 事後調査の結果により新たに実施することとした環境保全措置があ
る場合はその内容及び実施の理由 

② 事後調査の総合的な評価 
(2) 事後調査報告書（工事終了後報告） 

工事が終了した場合は，工事の実施時に行ったすべての事後調査の結果
を整理し，(1)に規定する事項を基本に事後調査報告書（工事終了後報告）
を作成する。 

(3) 事後調査報告書（最終報告） 
工事の実施時，存在及び供用時に行った事後調査がすべて終了した場合

は，実施したすべての事後調査の結果を整理し，(1)に規定する事項を基
本に最後の事後調査報告書（最終報告）を作成する。 
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書（中間報告）を作成する。 
③ 事後調査報告書（緊急報告） 

実施した調査結果により，環境保全上の支障が生じるおそれがある
と判断される場合，又は環境影響評価で実施することとした環境保全
措置を変更するか，若しくは新たな環境保全措置を講じることとした
場合は，該当する事後調査項目について①のアからクまでに規定する
事項を基本に事後調査報告書（緊急報告）を作成する。 

(2) 事後調査報告書の提出時期 
事後調査報告書は，以下の種別ごとに規定した時期に提出するものとす

る。 
① 事後調査報告書（最終報告） 

事後調査終了後速やかに提出する。 
② 事後調査報告書（中間報告） 

年度終了後速やかに提出する。 
③ 事後調査報告書（緊急報告） 

事後調査実施後直ちに提出する。 
 
第６ 環境影響評価図書の作成 
１ 環境影響評価方法書の作成 

環境影響評価方法書は，以下の事項を基本に記載するものとする。 
(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 
(2) 対象事業の目的 
(3) 対象事業の内容 

第３の２の規定により事業内容を整理した結果を記載する。 
(4) 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

第３の１の規定により事前調査した結果を取りまとめて記載する。 
(5) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法 

第３の３の規定により環境影響評価項目の選定を検討した結果並びに第
３の４の規定により調査，予測及び評価の手法を検討した結果を記載する。

２ 環境影響評価準備書の作成 
環境影響評価準備書は，以下の事項を基本に記載するものとする。 

(1) １で掲げる環境影響評価方法書の記載事項のうち(1)から(4)までの事項 
(2) 環境影響評価方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見の概要及び当該意見についての事業者の見解 
(3) 環境影響評価方法書について環境の保全の見地からの市長の意見及び当

該意見についての事業者の見解 
(4) 対象事業に係る環境影響評価の項目 

環境影響評価方法書についての意見を受け，第３の３の規定により検討

 
(4) 事後調査報告書（緊急報告） 

実施した調査結果により，環境保全上の支障が生じるおそれがあると判
断される場合，又は環境影響評価で実施することとした環境保全措置を変
更するか，若しくは新たな環境保全措置を講じることとした場合は，該当
する事後調査項目について(1)に規定する事項を基本に事後調査報告書
（緊急報告）を作成する。 
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した環境影響評価項目の選定の結果を記載する。 
(5) 環境影響評価項目ごとの調査，予測及び評価の手法及び結果 

環境影響評価項目ごとに調査，予測及び評価の手法及び結果をとりまと
めて以下のとおり記載する。 
① 調査 

第３の４の(1)の規定により検討した調査の手法及び第３の５の規定
により実施した調査の結果を記載する。 

② 予測 
第３の４の(2)の規定により検討した予測の手法及び第３の６の規定

により実施した予測の結果を記載する。 
また，環境保全措置を含めた予測を実施した場合は，その予測の結

果も記載する。この場合，予測に含めた環境保全措置の内容及び効果
について併せて記載する。 

③ 環境保全措置 
第４の規定により実施した環境保全措置の検討の結果を記載する。

④ 評価 
第３の４の(3)の規定により検討した評価の手法及び第３の７の(1)

の規定により検討した項目ごとの評価結果を記載する。 
(6) 環境保全措置 

第４の規定により検討し，実施することとした環境保全措置を影響要因
及び環境要素との関係が一覧できるよう整理して記載する。 

(7) 環境影響の総合的な評価 
第３の７の(2)の規定により検討した総合評価の結果を記載する。 

(8) 事後調査計画 
第５の３の規定により作成した事後調査計画を記載する。 

(9)委託先の氏名等 
環境影響評価を委託して行った場合は，委託先の氏名及び住所（法人に

あってはその名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を記載する。
３ 環境影響評価書の作成 

環境影響評価書は，以下の事項を基本に記載するものとする。 
(1) ２で掲げる準備書の記載事項の(1)から(8)までの事項 
(2) 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要及

び当該意見についての事業者の見解 
(3) 準備書について環境の保全の見地からの市長の意見及び当該意見につい

ての事業者の見解 
(4) ２で掲げる準備書の記載事項の(9)の事項 
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改定前 改定後 

 
表１ 環境要素  

 大項目  中項目  小項目  細項目 

 二酸化窒素 
 二酸化硫黄 
 浮遊粒子状物質 
 粉じん等 
 有害物質 

 大気質 

  
騒音 
  低周波音 騒音 
 

 振動 
 悪臭 

 大気環境 

 その他の大気環境 
 水の汚れ 
（生物学的酸素要求量(BOD)、

化学的酸素要求量(COD)）
 水の濁り 
（浮遊物質量(SS)) 
 富栄養化 
（全窒素、全燐) 
 有害物質 

 水質 

 
 底質 
 地下水 

 水環境 

 その他の水環境 
 地形、地質 
 地盤 
 土壌 

 日照阻害 
 風況 

 環境の自然的構成要

 素の良好な状態の保

 持 

 土壌環境、

その他の 

環境 

 その他の環境

           
 動物 
 植物 

 生物の多様性の確保

 及び自然環境の体系

 的保全  生態系 
 景観  人と自然との豊かな

 触れ合いの確保  人と自然との触れ合いの活動の場 
 廃棄物等 
 残土  廃棄物等 
 
 二酸化炭素 
 その他の温室効果ガス 

 環境への負荷 

 温室効果ガス等 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

 
表２ 事前調査で把握すべき地域の自然的状況、社会的状況 
  

 区分  把握すべき情報の例 

 大気環境  気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状 
 況（環境基準の確保の状況を含む。） 

 水環境  水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況 
 （環境基準の確保の状況を含む。） 

 土壌環境、その他 
 の環境 

 地形・地質、土壌・地盤の状況 
 （環境基準の確保の状況を含む。） 

 動物、植物、生態 
 系 

 動植物の生息又は生育の状況、植生及び生態系の状況 

 自 
 然 
 的 
 状 
 況 

 景観、人と自然と 
 の触れ合いの活動 
 の場 

 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

 人口・産業  人口及び産業の状況 

 資源利用  土地利用並びに河川、海域の利用の状況 

 社会資本整備等  交通及び下水道整備の状況 
 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必 
 要な施設の配置の状況 

 社 
 会 
 的 
 状 
 況 

 環境保全上の指定 
 ・規制の状況 

 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域そ 
 の他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況 

 その他の必要な事項 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 
表３ 参考項目 

　表３－１　道路、鉄道・軌道

自動車の
走行

列車の走
行

（地上
式）

（高架
式）

（道路事
業）

（鉄道・軌
道事業）

二酸化窒素 ○
二酸化硫黄
浮遊粒子状物質 ○
粉じん等 ○ ○
有害物質

騒音 ○ ○ ○

○
（地下を走
行する場
合を除く）

  低周波音

○
(橋梁又は
高架構造
の場合に

限る）

○
(橋梁又は
高架構造
の場合に

限る）

○ ○ ○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）
富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

○ ○ ○

日照阻害 ○
風況
 

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

廃棄物等 ○
残土 ○

二酸化炭素
その他の温室効果
ガス

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

　　　　　　環境要素

道路､鉄道･軌道
工事の実施 存在・供用

事業の種類
影響要因の区分

建設工
事の実
施

資材等
運搬車
両の走
行

構造物の存在

環境への負荷

その他の水環境

水質

大気環境

大気質

その他の大気環境

振動
悪臭

騒音

地盤
土壌

底質
地下水

廃棄物等

動物

植物

地形、地質

温室効果ガス等

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

土壌環
境、その
他の環境

水環境

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

その他
の環境
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改定前 改定後 

 
　表３－２ ダム・堰

二酸化窒素

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○

  低周波音

○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○ ○ ○

富栄養化
（全窒素、全燐）

○ ○

有害物質

○

○

○ ○

日照阻害

風況

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素
その他の温室効果
ガス

廃棄物等

動物

植物

生態系

景観

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

地下水

その他の水環境

地盤

土壌

地形、地質

温室効果ガス等

人と自然との触れ合いの活動の場

ダム・堰
存在・供用工事の実施

事業の種類
影響要因の区分

堰の存在・
供用

資材等運搬
車両の走行

騒音

振動

建設工事
の実施

ダムの存
在・供用

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因
　　　　　　環境要素

大気環境

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

水環境

土壌環境、
その他の
環境

大気質

水質

その他の
環境

悪臭

その他の大気環境

底質
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改定前 改定後 

 
　表３－３ 河川工事

存在・供用

二酸化窒素

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○

  低周波音

○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要
求量（BOD)、化学
的酸素要求量
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○

富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

○

日照阻害

風況

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素
その他の温室効果
ガス

地形、地質

大気環境

水環境

土壌環境、
その他の
環境

大気質

水質

その他の
環境

悪臭

その他の大気環境

底質

建設工事の
実施

河川護岸の
存在

資材等運搬
車両の走行

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因
　　　　　　環境要素

河川工事
工事の実施

事業の種類
影響要因の区分

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

地下水

その他の水環境

騒音

振動

地盤

土壌

温室効果ガス等

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

動物

植物

生態系

景観
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改定前 改定後 

 
　表３－４　飛行場

二酸化窒素 ○ ○ ○

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○ ○

   低周波音

○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）

○

水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○

富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

○

日照阻害

風況

○

○

○

○

○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素 ○
その他の温室効果
ガス

○

水環境

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

土壌

その他の
環境

騒音

土壌環境、
その他の
環境

大気質

悪臭

その他の大気環境

水質

底質

地下水

その他の水環境

地形、地質

地盤

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

温室効果ガス等

廃棄物等

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

動物

飛行場
工事の実施 存在・供用

事業の種類
影響要因の区分

航空機の
運航

飛行場の施
設の供用

振動

建設工事
の実施

大気環境

資材等運搬
車両の走行

飛行場の
存在

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因
　　　　　　環境要素
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改定前 改定後 

 
　表３－５　工場・事業場等（※１）

二酸化窒素 ○

二酸化硫黄 ○

浮遊粒子状物質 ○

粉じん等 ○ ○ ○

有害物質 ○

騒音 ○ ○ ○ ○ ○

  低周波音

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）

○ ○

水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○ ○ ○

富栄養化
（全窒素、全燐）

○ ○

有害物質 ○ ○

○

日照阻害

風況

○

○

○

○

○

廃棄物等 ○ ○ ○

残土 ○

二酸化炭素 ○ ○
その他の温室効果ガ
ス

○

（※１）　発電所、下水道終末処理場、ごみ焼却施設、工場又は事業場

人と自然との触れ合いの活動の場

その他の水環境

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

土壌

その他
の環境

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

廃棄物等

植物

生態系

景観

地盤

事業の種類
影響要因の区分

振動

悪臭

大気環境

その他の大気環境

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

大気質

騒音

　　　　　　環境要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

温室効果ガス等

水質

地形、地質

動物

水環境

土壌環
境、その
他の環境

底質

地下水

工場・事業場等
工事の実施 存在・供用

下水
処理
場の
稼働

ごみ焼却施
設、発電所及
びその他の工
場の稼働

原料・製品
等搬入出
車両の走
行

建設
工事
の実
施

資材等
運搬車
両の走
行

造成地・
施設の
存在
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

 
　表３－６　廃棄物最終処分場

二酸化窒素

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○ ○ ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○ ○ ○

   低周波音

○ ○ ○ ○

○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）

○
(海面埋立
に限る)

○

水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○ ○

富栄養化
（全窒素、全燐）

○
(海面埋立
に限る)

○

有害物質 ○

○

日照阻害

風況

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素 ○
その他の温室効果
ガス

○温室効果ガス等

土壌環境、
その他の
環境

地盤

土壌

その他の
環境

動物

廃棄物等

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

植物

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

　　　　　　環境要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

水質

地形、地質

水環境

底質

地下水

その他の水環境

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

廃棄物最終処分場
存在・供用工事の実施

事業の種類
影響要因の区分

廃棄物運
搬車両の
走行

振動

悪臭

生態系

建設工
事の実
施

最終処分
場の存在

廃棄物
の埋立
て

大気環境

大気質

騒音

その他の大気環境

資材等運
搬車両の
走行
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改定前 改定後 

 
　表３－７　埋立・干拓

二酸化窒素 ○

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○
○

(資材等運搬車両
の走行に限る）

有害物質

騒音 ○ ○ ○

   低周波音

○
○

(資材等運搬車両
の走行に限る）

○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）

○ ○

水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○
○

(作業船の稼働に
限る）

富栄養化
（全窒素、全燐）

○

有害物質

○

日照阻害

風況

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

廃棄物等 ○

残土

二酸化炭素
その他の温室効果
ガス

影響要因の区分

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

土壌

その他の
環境

振動

大気環境

大気質

悪臭

その他の大気環境

水環境

騒音

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

その他の水環境

水質

植物

底質

地下水

環境への負荷

温室効果ガス等

地形、地質

動物

土壌環境、
その他の
環境

地盤

廃棄物等

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

　　　　　　環境要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

埋立・干拓
存在・供用

埋立工事
の実施

埋立地の
存在

施設の供
用

工事の実施
作業船の稼働及び
資材等運搬車両の
走行

事業の種類

 

 

 



 - 35 -

 

 

改定前 改定後 

 
　表３－８ 各種造成事業（※２）

二酸化窒素 ○

二酸化硫黄 ○

浮遊粒子状物質 ○

粉じん等 ○ ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○ ○

   低周波音

○ ○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○

富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

○

日照阻害

風況

○

○

○

○

○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素 ○
その他の温室効果
ガス

○

（※２）

事業の種類
影響要因の区分

資材等運
搬車両の
走行

造成地・施
設の存在　　　　　　環境要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

地下水

その他の水環境

土壌環
境、その
他の環境

地盤

土壌

その他の
環境

地形、地質

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

振動

大気環境

大気質

悪臭

その他の大気環境

水環境

水質

底質

騒音

植物

生態系

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

景観

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

動物

環境への負荷

人と自然との触れ合いの活動の場

土地区画整理事業、流通業務団地造成事業、運動場又はレクリエーション施設、住宅団
地の造成、その他の土地の造成

廃棄物等

温室効果ガス等

施設の
稼働

各種造成事業
工事の実施

施設関連
車両の走
行

存在・供用

造成工事
の実施
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改定前 改定後 

 
　表３－９ 土石採取

存在・供用

二酸化窒素

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等 ○ ○

有害物質

騒音 ○ ○

    低周波音

○ ○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）

○

富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

○

日照阻害

風況

○

○

○

○

○

廃棄物等 ○

残土 ○

二酸化炭素

その他の温室効果
ガス

　　　　　環境要素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

事業の種類
影響要因の区分

温室効果ガス等

大気環境

大気質

悪臭

その他の大気環境

水環境

水質

底質

その他の水環境

生態系

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

地形、地質

その他の
環境

騒音

土壌環境、
その他の
環境

地盤

土壌

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

振動

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

廃棄物等

地下水

動物

植物

工事の実施
土石採取の
実施

土石運搬車
両の走行

土石採取

採石場跡地
の利用
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改定前 改定後 

 
　表３－１０　港湾計画

二酸化窒素

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

粉じん等

有害物質

騒音 ○

    低周波音

○

水の汚れ
（生物学的酸素要求
量（BOD)、化学的酸
素要求量(COD)）
水の濁り
（浮遊物質量(SS)）
富栄養化
（全窒素、全燐）
有害物質

日照阻害

風況

廃棄物等

残土

二酸化炭素
その他の温室効果
ガス

事業の種類
影響要因の区分

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持

大気環境

大気質

　　　　　　環境要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

土壌環境、
その他の
環境

地盤

土壌

その他の
環境

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保

環境への負荷

人と自然との触れ合いの活動の場

動物

温室効果ガス等

廃棄物等

○

生態系 ○

景観 ○

○

植物 ○

○

地形、地質 ○

水質

底質

地下水

水環境

その他の水環境

悪臭

その他の大気環境

騒音

○

振動

港湾計画
存在・供用
主要な水
域施設又
は係留施
設の供用

主要な旅客
施設、荷さ
ばき施設又
は保管施設
の供用

主要な臨
港交通
施設の
供用

埋立
地の
存在

主要な
水域施
設の存
在

主要な
外郭施
設の存
在
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改定前 改定後 

 
表４ 参考手法  
 
４－１ 大気質  
 
  
対象項目   二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、粉じん等  
 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 物質の濃度の状況  
 
 
 
 
 
 (1) 二酸化窒素  
 
 
 (2) 二酸化硫黄  
 
 
 (3) 浮遊粒子状物質  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報についての測定の方法は、対象とす  
 る物質ごとに以下のとおり定める測定の方法によるもので 

あること  
 
・環境基準において定められた二酸化窒素に係る大気の汚染  
 についての測定の方法  
 
・環境基準において定められた二酸化硫黄に係る大気の汚染  
 についての測定の方法  
 
・環境基準において定められた浮遊粒子状物質に係る大気の  
 汚染についての測定の方法  

２ 気象の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、気象業務法施行規則（昭
 和27年運輸省令第101号）第１条の２又は第１条の３に基づ
 く技術上の基準による測定の方法によるものであること  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・当該物質の拡散の特性を踏ま  
 え、当該物質に係る環境影響  
 を受けるおそれがあると認め  
 られる地域  

・当該物質の拡散の特性を踏ま
 え、調査地域における当該物
 質に係る環境影響を予測し、
 及び評価するために適切かつ
 効果的な地点  

・当該物質の拡散の特性を踏ま  
 え、調査地域における当該物  
 質に係る環境影響を予測し、  
 及び評価するために適切かつ  
 効果的な期間及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・大気の拡散式（プル  
 ーム式、パフ式その 

他の理論式）を用い 
た計算又は事例の引 
用若しくは解析 

・調査地域のうち、当該  
 物質の拡散の特性を踏  
 まえ、当該物質に係る  
 環境影響を受けるおそ  
 れがあると認められる  
 地域  

・当該物質の拡散の特 
 性を踏まえ、予測地 

域における当該物質 
に係る環境影響を的 
確に把握できる地点  

・工事中にあっては、  
 当該物質に係る環境  
 影響が最大となる時  
 期  
・供用時にあっては、  
 施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－１ 大気質  
 
  
対象項目  有害物質  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 物質等の濃度の状況  
 （大気の拡散式に基づく理論計算  
  を行う場合） 
 
 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析 
 

２ 気象の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、気象業務法施行規則第  
 １条の２又は第１条の３に基づく技術上の基準による測定  
 の方法によるものであること  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・当該物質の拡散の特性を踏ま  
 え、当該物質に係る環境影響  
 を受けるおそれがあると認め  
 られる地域  

・当該物質の拡散の特性を踏ま
 え、調査地域における当該物
 質に係る環境影響を予測し、
 及び評価するために適切かつ
 効果的な地点  

・当該物質の拡散の特性を踏ま  
 え、調査地域における当該物  
 質に係る環境影響を予測し、  
 及び評価するために適切かつ  
 効果的な期間及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・当該物質及びその排  
 出の特性を踏まえ、  
 大気の拡散式（プル  
 ーム式、パフ式その 

他の理論式）を用い 
た計算又は事例の引 
用若しくは解析  

・調査地域のうち、当該  
 物質の拡散の特性を踏  
 まえ、当該物質に係る  
 環境影響を受けるおそ  
 れがあると認められる  
 地域  

・当該物質の拡散の特  
 性を踏まえ、予測地  
 域における当該物質  
 に係る環境影響を的  
 確に把握できる地点  

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－２ 騒音   
対象項目  騒音  

 
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 騒音の状況  
 
 
 
 
 
(1) 建設作業騒音  
 
 
 
 
(2) 道路交通騒音  
 
(3) 工場騒音  
 
 
 
(4) 鉄道騒音 

・新幹線鉄道騒音 
・在来線鉄道騒音 

 
 
(5) 航空機騒音  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報についての測定の方法は予測を行う  
 騒音の種類ごとに以下のとおり定める測定の方法によるも 

のであること  
 
・環境基準において定められた騒音についての測定の方法  
・騒音規制法（昭和43年法律第98号）第１５条第１項の規定  
 による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する  
 基準において定められた騒音についての測定の方法  
 
・環境基準において定められた騒音についての測定の方法  
 
・環境基準において定められた騒音についての測定の方法  
・騒音規制法第４条第１項の規定による特定工場における騒  
 音の規制に関する基準において定められた騒音についての  
 測定の方法  
 
・環境基準において定められた騒音についての測定の方法 
・在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針 

において定められた騒音についての測定の方法 
 
・環境基準において定められた騒音についての測定の方法  

２ 沿道の状況  
 （道路交通騒音の予測を行う場合） 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

３ 道路構造及び当該道路における  
 交通量に係る状況  
  （道路交通騒音の予測を行う場合）  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

４ 地表面の状況  
  （建設作業騒音、工場騒音の予測  
  を行う場合） 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

５ 騒音の種類ごとの予測の手法  
 

・文献その他の資料の収集及び当該情報の整理  
  

調査地域  調査地点  調査期間等  

・音の伝搬の特性を踏まえ、騒  
 音に係る環境影響を受けるお  
 それがあると認められる地域  

・音の伝搬の特性を踏まえ、調
 査地域における騒音に係る環
 境影響を予測し、及び評価す
 るために適切かつ効果的な地
 点  

・音の伝搬の特性を踏まえ、調  
 査地域における騒音に係る環  
 境影響を予測し、及び評価す  
 るために適切かつ効果的な期  
 間、時期及び時間帯  

 
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・騒音の種類ごとに音  
の伝搬理論に基づく  
一般的な予測式（道  
路交通騒音において  
は日本音響学会道路  
交通騒音予測計算  
法、建設工事騒音に  
おいては日本音響学  
会建設工事騒音予測  
計算法に基づく予測  
式その他の騒音の種  
類ごとの一般的な予  
測式）であって、原  
則として最新のもの  
を用いた計算  

・調査地域のうち、音の  
 伝搬の特性を踏まえ、  
 騒音に係る環境影響を  
 受けるおそれがあると  
 認められる地域  

・音の伝搬の特性を踏  
 まえ、予測地域にお  
 ける騒音に係る環境  
 影響を的確に把握で  
 きる地点 
・道路交通騒音の予測 

については、道路境 
界から50ｍの範囲 

・工事中にあっては、  
 騒音に係る環境影響  
 が最大となる時期  
・供用時にあっては、  
 施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－２ 騒音  
 
  
対象項目  低周波音  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 低周波音の状況 
 

 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、低周波音の測定に適す  
 る特性を有する測定器及び周波数分析器を用い、「低周波  
 音の測定方法に関するマニュアル」（平成12年10月環境庁  
 大気保全局）、「低周波音問題対応の手引書」（平成16年  
 ６月環境省環境管理局)に定められた測定の方法によるも  
 のであること  

２ 低周波音の影響に特に配慮すべ  
き施設及び住宅の状況 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・低周波音の特性を踏まえ、低  
周波音に係る環境影響を受け 
るおそれがあると認められる 
地域  

・低周波音の特性を踏まえ、調
査地域における低周波音に係
る環境影響を予測し、及び評
価するために適切かつ効果的
な地点 

・低周波音の特性を踏まえ、調  
 査地域における低周波音に係  
 る環境影響を予測し、及び評  
 評価するために適切かつ効果  
 的な期間、時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・音の伝搬理論に基づ  
く予測式若しくは経 
験的な回帰式による 
計算、模型実験又は 
事例の引用若しくは 
解析その他の適切な 
手法 

 

・調査地域のうち、低周  
波音の特性を踏まえ、 
低周波音に係る環境影 
響を受けるおそれがあ 
ると認められる地域  

・低周波音の特性を踏  
まえ、予測地域にお 
ける低周波音に係る 
環境影響を的確に把 
握できる地点  

・工事中にあっては、  
低周波音に係る環境  
影響が最大となる時 
期  

・供用時にあっては、  
施設の供用が定常状  
態にある時期及び影 
響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－３ 振動  
 
  
対象項目  振動  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 振動の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
 
・この場合における情報については、振動規制法施行規則（昭

和51年総理府令第58号）別表第２備考４及び７の規定によ 
る振動についての測定の方法によるものであること  

２ 地盤の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

３ 道路構造及び当該道路における  
 交通量に係る状況 

（道路交通振動の予測を行う場 
合）  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
 

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・振動の伝搬の特性を踏まえ、  
 振動に係る環境影響を受ける  
 おそれがあると認められる地  
 域  

・振動の伝搬の特性を踏まえ、
 調査地域における振動に係る
 環境影響を予測し、及び評価
 するために適切かつ効果的な
 地点  

・振動の伝搬の特性を踏まえ、  
 調査地域における振動に係る  
 環境影響を予測し、及び評価  
 するために適切かつ効果的な  
 期間及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・振動レベルの80パー  
 セントレンジの上端  
 値を予測するための  
 式を用いた計算又は 

事例の引用若しくは 
解析  

・調査地域のうち、振動  
 の伝搬の特性を踏ま  
 え、振動に係る環境影  
 響を受けるおそれがあ  
 ると認められる地域  

・振動の伝搬の特性を  
 踏まえ、予測地域に  
 おける振動に係る環  
 境影響を的確に把握  
 できる地点  

・工事中にあっては、  
 振動に係る環境影響  
 が最大となる時期  
・供用時にあっては、  
 施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－４ 悪臭  
 
  
対象項目  悪臭  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 悪臭の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報のうち臭気指数については、悪臭防  
 止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）第１条の規定に  
 より環境大臣が定める方法によるものであること 
・この場合における情報のうち特定悪臭物質濃度については、
 悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）第５条の  
 規定により環境大臣が定める方法によるものであること  

２ 気象の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、気象業務法施行規則第  
 １条の２又は第１条の３に基づく技術上の基準による測  
 定の方法によるものであること  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・悪臭の拡散の特性を踏まえ、  
 悪臭に係る環境影響を受ける  
 おそれがあると認められる地  
 域  

・悪臭の拡散の特性を踏まえ、
 調査地域における悪臭に係る
 環境影響を予測し、及び評価
 するために適切かつ効果的な
 地点  

・悪臭の拡散の特性を踏まえ、  
 調査地域における悪臭に係る  
 環境影響を予測し、及び評価  
 するために必要な情報を適切  
 かつ効果的に把握できる期 

間、時期  
  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・煙突等から排出され  
 る悪臭については、  
 大気の拡散式（プル  
 ーム式、パフ式その 

他の理論式）を用い 
た計算又は事例の引 
用若しくは解析  

・施設から漏洩する悪  
 臭については、事例  
 の引用又は解析 
 

・調査地域のうち、悪臭  
 の拡散の特性を踏ま  
 え、悪臭に係る環境影  
 響を受けるおそれがあ  
 ると認められる地域  

・悪臭の拡散の特性を  
 踏まえ、予測地域に  
 おける悪臭に係る環  
 境影響を的確に把握  
 できる地点  

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－５ 水質  
 
対象項目  水の汚れ（生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ））  

 
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 河川域にあっては生物化学的酸 
素要求量の状況、海域にあっては化 
学的酸素要求量の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、環境基準において定め  
 られた生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に係る  
 水質の汚濁についての測定の方法によるものであること  

２ 流れの状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

 
調査地域  調査地点  調査期間等  

・河川域（ダム・堰の区域を除 
 く）にあっては物質の拡散等 

による生物化学的酸素要求量 
の変化の特性を踏まえ、水の 
汚れに係る環境影響を受ける 
おそれがあると認められる地 
域  

・海域にあっては物質の拡散等 
による化学的酸素要求量の変 
化の特性を踏まえ、水の汚れ 
に係る環境影響を受けるおそ 
れがあると認められる地域 

・ダム・堰の区域にあっては物 
質の拡散等による水の汚れの 
変化の特性を踏まえ、水の汚 
れに係る環境影響を受けるお 
それがあると認められる地域  

・河川域（ダム・堰の区域を除
 く）にあっては物質の拡散等

による生物化学的酸素要求量
の変化の特性を踏まえ、調査
地域における水の汚れに係る
環境影響を予測し、及び評価
するために適切かつ効果的な
地点 

・海域にあっては物質の拡散等
による化学的酸素要求量の変
化の特性を踏まえ、調査地域
における水の汚れに係る環境
影響を予測し、及び評価する
ために適切かつ効果的な地点

・ダム・堰の区域にあっては物
質の拡散等による水の汚れの
変化の特性を踏まえ、水の汚
れに係る環境影響を予測し、
及び評価するために適切かつ
効果的な地点  

・河川域（ダム・堰の区域を除  
 く）にあっては物質の拡散等 

による生物化学的酸素要求量 
の変化の特性を踏まえ、調査 
地域における水の汚れに係る 
環境影響を予測し、及び評価 
するために適切かつ効果的な 
期間及び時期 

・海域にあっては物質の拡散等  
 による化学的酸素要求量の変 

化の特性を踏まえ、調査地域 
における水の汚れに係る環境 
影響を予測し、及び評価する 
ために適切かつ効果的な期間 
及び時期 

・ダム・堰の区域にあっては物 
質の拡散等による水の汚れの 
変化の特性を踏まえ、調査地 
域における水の汚れに係る環 
境影響を予測し、及び評価す 
るために適切かつ効果的な期 
間及び時期  

 
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・河川域（ダム・堰の  
 区域を除く）にあっ 

ては生物化学的酸素 
要求量について単純 
混合式その他の理論 
式を用いた計算 

・海域にあっては化学  
 的酸素要求量につい  
 て物質の収支に関す  
 る計算式その他の理 

論式を用いた計算 
・ダム・堰の区域に 

あっては水の汚れに 
ついて物質の収支に 
関する計算式その他 
の理論式を用いた計 
算  

・事例の引用又は解析  

・河川域（ダム・堰の区  
 域を除く）にあっては 

物質の拡散等による生 
物化学的酸素要求量の 
変化の特性を踏まえ、 
水の汚れに係る環境影 
響を受けるおそれがあ 
ると認められる地域  

・海域にあっては物質の 
拡散等による化学的酸 
素要求量の変化の特性 
を踏まえ、水の汚れに 
係る環境影響を受ける 
おそれがあると認めら 
れる地域 

・ダム・堰の区域にあっ 
ては物質の拡散等によ 
る水の汚れの変化の特 
性を踏まえ、水の汚れ 
に係る環境影響を受け 
るおそれがあると認め 
られる地域 

・河川域（ダム・堰の 
 区域を除く）にあっ 

ては物質の拡散等に
よる生物化学的酸素
要求量の変化の特性 
を踏まえ、予測地域 
における水の汚れに
係る環境影響を的確
に把握できる地点  

・海域にあっては物質  
 の拡散等による化学  
 的酸素要求量の変化  
 の特性を踏まえ、予  
 測地域における水の  
 汚れに係る環境影響  
 を的確に把握できる  
 地点 
・ダム・堰の区域に 

あっては物質の拡散 
等による水の汚れの 
変化の特性を踏ま 
え、予測地域におけ 
る水の汚れに係る環 
境影響を的確に把握 
できる地点  

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－５ 水質  
 
  
対象項目  水の濁り（浮遊物質量（ＳＳ））  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 濁度又は浮遊物質量の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報のうち浮遊物質量については、環境  
 基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁につ  
 いての測定の方法によるものであること  

２ 流れの状況  
３ 気象の状況 

４ 土質の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・水域の特性及び水の濁りの変  
 化の特性を踏まえ、水の濁り  
 に係る環境影響を受けるおそ  
 れがあると認められる地域  

・水域の特性及び水の濁りの変
 化の特性を踏まえ、調査地域
 における水の濁りに係る環境
 影響を予測し、及び評価する
 ために適切かつ効果的な地点

・水域の特性及び水の濁りの変  
 化の特性を踏まえ、調査地域  
 における水の濁りに係る環境  
 影響を予測し、及び評価する  
 ために適切かつ効果的な期間  
 及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・浮遊物質の物質の収  
 支に関する計算式（ 

単純混合式その他の 
理論式）を用いた計 
算又は事例の引用若 
しくは解析  

・調査地域のうち、水域  
 の特性及び水の濁りの  
 変化の特性を踏まえ、  
 水の濁りに係る環境影  
 響を受けるおそれがあ  
 ると認められる地域  

・水域の特性及び水の  
 濁りの変化の特性を  
 踏まえ、予測地域に  
 おける水の濁りに係  
 る環境影響を的確に  
 把握できる地点  

・工事中の水の濁りに 
係る環境影響が最大 
となる時期 

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合） 
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改定前 改定後 

 
４－５ 水質  
 
  
対象項目  富栄養化（全窒素、全燐）  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 全窒素及び全燐の状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  
・この場合における情報については、環境基準において定め  
 られた全窒素及び全燐に係る水質の汚濁についての測定の  
 方法によるものであること  

２ 流れの状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・水域の特性並びに窒素及び燐  
 の収支の特性を踏まえ、富栄  
 養化に係る環境影響を受ける  
 おそれがあると認められる地  
 域  

・水域の特性並びに窒素及び燐
 の収支の特性を踏まえ、調査
 地域における富栄養化に係る
 環境影響を予測し、及び評価
 するために適切かつ効果的な
 地点  

・水域の特性並びに窒素及び燐  
 の収支の特性を踏まえ、調査  
 地域における富栄養化に係る  
 環境影響を予測し、及び評価  
 するために適切かつ効果的な  
 期間及び時期  
  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・統計的手法、窒素及  
 び燐の収支に関する  
 計算又は事例の引用  
 若しくは解析 
・窒素及び燐の拡散の  

特性を把握するため 
の適切な手法  

・調査地域のうち、水域  
 の特性並びに窒素及び  
 燐の収支の特性を踏ま  
 え、富栄養化に係る環  
 境影響を受けるおそれ  
 があると認められる地  
 域  

・水域の特性並びに窒  
素及び燐の収支の特  

 性を踏まえ、予測地  
 域における富栄養化  
 に係る環境影響を的  
 確に把握できる地点  

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－５ 水質  
 
  
対象項目  有害物質  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 物質の濃度の状況 

（物質の収支に関する計算を行う
場合） 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

２ 流れの状況  ・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・水域の特性及び当該物質の拡  
 散の特性を踏まえ、当該物質  
 に係る環境影響を受けるおそ  
 れがあると認められる地域  

・水域の特性及び当該物質の拡
 散の特性を踏まえ、調査地域
 における当該物質に係る環境
 影響を予測し、及び評価する
 ために適切かつ効果的な地点

・水域の特性及び当該物質の拡  
 散の特性を踏まえ、調査地域  
 における当該物質に係る環境  
 影響を予測し、及び評価する  
 ために適切かつ効果的な期間  
 及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・当該物質及びその排  
 出の特性を踏まえ、  
 当該物質の収支に関  
 する計算又は事例の  
 引用若しくは解析  

・調査地域のうち、水域  
 の特性及び当該物質の  
 拡散の特性を踏まえ、  
 当該物質に係る環境影  
 響を受けるおそれがあ  
 ると認められる地域  

・水域の特性及び当該  
 物質の拡散の特性を  
 踏まえ、予測地域に  
 おける当該物質に係  
 る環境影響を的確に  
 把握できる地点  

・施設の供用が定常状  
 態にある時期及び影 

響が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

 
４－６ 地形・地質  
 
  
対象項目  地形、地質  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 地形及び地質の状況  
２ 配慮すべき地形及び地質の分 

布、状態及び特性  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・地形及び地質の特性を踏ま  
 え、調査地域における配慮す
 べき地形、地質に係る環境影

響を予測し、及び評価するた
めに適切かつ効果的な地点 

・地形及び地質の特性を踏ま  
 え、調査地域における配慮す 

べき地形及び地質に係る環境 
影響を予測し、及び評価する 
ために適切かつ効果的な時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・配慮すべき地形及び  
 地質について、分 

布、成立環境の改変 
の程度を把握した上 
で、事例の引用又は 
解析  

・調査地域のうち、地形  
 及び地質の特性を踏ま  
 え、配慮すべき地形及 

び地質に係る環境影響 
を受けるおそれがある 
と認められる地域 

－  ・地形及び地質の特性  
 を踏まえ、配慮すべ  
 き地形及び地質に係 

る環境影響を的確に 
把握できる時期  
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改定前 改定後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－７ その他の環境  
 
  
対象項目  日照阻害  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 土地利用の状況  
２ 地形の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・土地利用及び地形の特性を踏  
 まえ、日照阻害に係る環境影  
 響を受けるおそれがあると認  
 められる地域  

－  ・土地利用の状況及び地形の状  
 況を適切に把握することがで  
 きる時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・等時間の日影線を描  
 いた日影図の作成  

・調査地域のうち、土地  
 利用及び地形の特性を  
 踏まえ、日照阻害に係  
 る環境影響を受けるお  
 それがあると認められ  
 る地域  

・土地利用及び地形の  
 特性を踏まえ、予測  
 地域における日照阻  
 害に係る環境影響を  
 的確に把握できる地  
 点  

・工作物の設置が完了  
 する時期  
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改定前 改定後 

 
４－７ その他の環境  
 
  
対象項目  風況 

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 風の状況  
２ 風の状況に影響を及ぼしている 
 と考えられる既存工作物の状況 

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・調査地域における風況に係る
環境影響を予測し、及び評価
するために適切かつ効果的な
地点 

・調査地域における風況に係る 
環境影響を予測し、及び評価 
するために適切かつ効果的な 
期間及び時期  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・風洞実験、流体数値 
シミュレーションそ 
の他の適切な手法  

・調査地域のうち、風況  
の特性を踏まえ、風況 
に係る環境影響を受け 
るおそれがあると認め 
られる地域 

・予測地域における風 
況に係る環境影響を 
的確に把握できる地 
点 

・工作物の設置が完了 
する時期 
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改定前 改定後 

 
４－８ 動物  
  
対象項目  動物  

  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 陸域にあっては、ほ乳類、鳥類、 
 両生類、は虫類、魚類、昆虫類そ 

の他主な動物に係る動物相の状況  
２ 海域にあっては、鳥類、魚類、  
 水生生物その他主な動物に係る動 

物相の状況  
３ 重要な種及び注目すべき生息地  
 の分布、生息の状況、生息環境の 

状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・動物の生息の特性を踏まえ、
 調査地域における重要な種及
 び注目すべき生息地に係る環
 境影響を予測し、及び評価す
 るために適切かつ効果的な地
 点又は経路  

・動物の生息の特性を踏まえ、  
 調査地域における重要な種及  
 び注目すべき生息地に係る環  
 境影響を予測し、及び評価す  
 るために適切かつ効果的な期  
 間、時期及び時間帯  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・重要な種及び注目す  
 べき生息地について  
 分布又は生息環境の  
 改変の程度を把握し  
 た上で、事例の引用  
 又は解析  

・調査地域のうち、動物  
 の生息環境の特性を踏  
 まえ、重要な種及び注  
 目すべき生息地に係る  
 環境影響を受けるおそ  
 れがあると認められる  
 地域  

－  ・動物の生息の特性を  
 踏まえ、重要な種及  
 び注目すべき生息地  
 に係る環境影響を的  
 確に把握できる時期  
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改定前 改定後 

 
４－９ 植物  
 
  
対象項目  植物  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 陸域にあっては、種子植物、シ  
 ダ植物その他主な植物に関する植 

物相及び植生の状況  
２ 海域にあっては、主要な藻場の  
 分布の状況その他主な植物に関す 

る植物相の状況  
３ 重要な種及び重要な群落の分布、 
 生育の状況及び生育環境の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・植物の生育及び植生の特性を
 踏まえ、調査地域における重
 要な種及び群落に係る環境影
 響を予測し、及び評価するた
 めに適切かつ効果的な地点又
 は経路  

・植物の生育及び植生の特性を  
 踏まえ、調査地域における重  
 要な種及び群落に係る環境影  
 響を予測し、及び評価するた  
 めに適切かつ効果的な期間、  
 時期及び時間帯  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・重要な種及び重要な  
 群落について分布又  
 は生育環境の改変の  
 程度を把握した上で、

事例の引用又は解析  

・調査地域のうち、植物  
 の生育及び植生の特性  
 を踏まえ、重要な種及  
 び重要な群落に係る環  
 境影響を受けるおそれ  
 があると認められる地  
 域  

－  ・植物の生育及び植生  
 の特性を踏まえ、重  
 要な種及び重要な群  
 落に係る環境影響を  
 的確に把握できる時  
 期  
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改定前 改定後 

 
４－１０ 生態系  
 
  
対象項目  生態系  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 動植物その他の自然環境に係る  
 概況  
２ 複数の注目種等の生態、他の動  
 植物との関係又は生息環境若しく  
 は生育環境の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・動植物その他の自然環境の特
 性及び注目種等の特性を踏ま
 えて調査地域における注目種
 等に係る環境影響を予測し、
 及び評価するために適切かつ
 効果的な地点又は経路  

・動植物その他の自然環境の特  
 性及び注目種等の特性を踏ま  
 えて調査地域における注目種  
 等に係る環境影響を予測し、  
 及び評価するために適切かつ  
 効果的な期間、時期及び時間  
 帯  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・注目種等について分  
 布、生息環境又は生  
 育環境の改変の程度  
 を把握した上で、事  
 例の引用又は解析  

・調査地域のうち、動植  
 物その他の自然環境の  
 特性及び注目種等の特  
 性を踏まえ、注目種等  
 に係る環境影響を受け  
 るおそれがあると認め  
 られる地域  

－  ・動植物その他の自然  
 環境の特性及び注目  
 種等の特性を踏まえ、
 注目種等に係る環境  
 影響を的確に把握で  
 きる時期  
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改定前 改定後 

 
４－１１ 景観  
 
  
対象項目  景観  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 主要な眺望点の状況  
２ 主要な自然的、歴史的、文化的  
 景観資源の状況  
３ 主要な眺望景観の状況 
４ 地域特性を踏まえた景観の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・景観の特性を踏まえ、調査地
 域における主要な眺望点及び
 主要な景観資源並びに主要な
 眺望景観に係る環境影響を予

測し、及び評価するために適
切かつ効果的な地点 

・対象事業実施区域及びその近
 傍における地域特性を踏まえ

た景観に係る眺望点及び景観
資源並びに眺望景観に係る環
境影響を予測し、及び評価す
るために適切かつ効果的な地
点  

・景観の特性を踏まえ、調査地  
 域における主要な眺望点及び  
 主要な景観資源並びに主要な  
 眺望景観に係る環境影響を予 

測し、及び評価するために適 
切かつ効果的な時間、時期及 
び時間帯 

・対象事業実施区域及びその近  
 傍における地域特性を踏まえ 

た景観に係る眺望点及び景観 
資源並びに眺望景観に係る環 
境影響を予測し、及び評価す 
るために適切かつ効果的な時 
間、時期及び時間帯 
 

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・主要な眺望点及び主  
 要な景観資源につい  
 て分布の改変の程度  
 を把握した上で、事  
 例の引用又は解析  
・主要な眺望景観につ  
 いて完成予想図、 

フォトモンタージュ  
 法その他の視覚的な  
 表現手法 
・地域特性を踏まえた  

景観に係る眺望点及  
び景観資源について 
分布の改変の程度を 
把握した上で、事例 
の引用又は解析 

・地域特性を踏まえた  
景観に係る眺望景観 
について完成予想 
図、フォトモンター 
ジュ法その他の視覚 
的な表現手法 

・調査地域のうち、景観  
 の特性を踏まえ、主要  
 な眺望点及び主要な景 

観資源並びに主要な眺 
望景観に係る環境影響 
を受けるおそれがある 
と認められる地域 

・調査地域のうち、地域  
特性を踏まえた景観に 
係る眺望点及び景観資 
源並びに眺望景観に係 
る環境影響を受けるお 
それがあると認められ 
る地域 

－  ・景観の特性を踏ま 
 え、主要な眺望点及 

び主要な景観資源並 
びに主要な眺望景観 
に係る環境影響を的 
確に把握できる時期 

・地域特性を踏まえた 
景観に係る眺望点及 
び景観資源並びに眺 
望景観に係る環境影 
響を的確に把握でき 
る時期  
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改定前 改定後 

 
４－１２ 人と自然との触れ合いの活動の場  
 
  
対象項目  人と自然との触れ合いの活動の場  

 
  
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 人と自然との触れ合いの活動の  
 場の状況  
２ 主要な人と自然との触れ合いの  
 活動の場の分布、利用の状況及び  
 利用環境の状況  

・文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当  
 該情報の整理及び解析  

  
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
 辺地域  

・人と自然との触れ合いの活動
 の場の特性を踏まえ、調査地
 域における主要な人と自然と
 の触れ合いの活動の場に係る
 環境影響を予測し、及び評価
 するために適切かつ効果的な
 地点  

・人と自然との触れ合いの活動  
 の場の特性を踏まえ、調査地  
 域における主要な人と自然と  
 の触れ合いの活動の場に係る  
 環境影響を予測し、及び評価  
 するために適切かつ効果的な  
 期間、時期及び時間帯  

  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・主要な人と自然との  
 触れ合いの活動の場  
 について、分布又は  
 利用環境の改変の程  
 度を把握した上で、  
 事例の引用又は解析  

・調査地域のうち、人と  
 自然との触れ合いの活  
 動の場に係る環境影響  
 を受けるおそれがある  
 と認められる地域  

－  ・人と自然との触れ合  
 いの活動の場の特性  
 を踏まえ、主要な人  
 と自然との触れ合い  
 の活動の場に係る環  
 境影響を的確に把握  
 できる時期  
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改定前 改定後 

 
４－１３ 廃棄物等  
 
  
対象項目  廃棄物等  

 
 
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 発生する廃棄物等の種類 
 

・文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理  
 

２ 廃棄物等の種類ごとの発生抑制 
の方法及び循環的な利用に関する 
技術 

・文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理  
 

３ 廃棄物等の種類ごとの処分又は  
循環的な利用に供する施設の状況 

・文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理  
 

 
 
調査地域  調査地点  調査期間等  

・対象事業実施区域及びその周  
辺地域 

－ 
 

－ 
 

 
  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・建設工事若しくは事  
 業活動に伴い発生す  
 る廃棄物等の種類ご  

との発生の状況並び 
に処分又は循環的な 
利用の状況を把握す 
るための適切な手法 

・対象事業実施区域  
 

－  ・工事中にあっては、  
 工事期間  
・供用時にあっては、  
 事業活動が定常状態  
 にある時期及び影響 

が最大になる時期 
（最大になる時期を 
設定することが出来 
る場合）  
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改定前 改定後 

 
４－１３ 廃棄物等 
 
  
対象項目  残土  

 
 
調査すべき情報  調査の基本的な手法  

－ 
 

－ 

 
  

 
 
調査地域  調査地点  調査期間等  

－ 
 

－ 
 

－ 
 

 
  
予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・建設工事に伴い発生  
 する残土の発生の状 

況並びに処分及び利 
用の状況を把握する 
ための適切な手法  

・対象事業実施区域  －  ・工事期間  

  
 

４－１４ 温室効果ガス等  

 

対象項目  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等  

 

調査すべき情報  調査の基本的な手法  

１ 温室効果ガス等の排出係数その 

他の温室効果ガス等の排出量の算 

定に係る原単位の把握 

・文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理

及び解析 

 

 

調査地域  調査地点  調査期間等  

－ 

 

－ 

 

－ 

 

予測の基本的な手法  予測地域  予測地点  予測対象時期等  

・事業活動に伴い発生  

する温室効果ガス等 

の排出量を把握する 

ための適切な手法  

・対象事業実施区域  －  ・事業活動が定常状態

 にある時期  
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